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【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

弾 球 遊 技 機 の 本 体 枠 と 、 こ の 本 体 枠 に 着 脱 自 在 に 固 定 さ れ る 遊 技
盤 と 、 こ れ ら 本 体 枠 と 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 弾 球 遊 技 機 を 制 御 す る 各 種 制 御 装 置 と 、 本 体 枠
に 設 け ら れ て 各 種 制 御 装 置 を 駆 動 す る た め に 必 要 な 電 源 電 圧 を 生 成 す る 電 源 装 置 と 、 こ の
電 源 装 置 と 接 続 さ れ て 各 種 制 御 装 置 へ 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 分 電 基 板 と を 備 え た 遊 技
機 で あ っ て 、

本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 は 、 払 出 制 御 装 置 と 発 射 制 御 装 置 と を 含 み 、
遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 は 、 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御 装 置 、 お よ び 図 柄 制

御 装 置 を 含 み 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御 装 置 、 お よ び 図 柄 制 御 装 置 を 同 一 の 基 板 に 配 設
し 、

分 電 基 板 は 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ 、 本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 に
必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 第 １ の 分 電 基 板 と 単 一
の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分
配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と を 含 み 、 こ の 第 ２ の 分 電 基 板 を 遊 技 盤 の 主 制 御 装 置 と は 別 に 構 成
し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

弾 球 遊 技 機 の 本 体 枠 と 、 こ の 本 体 枠 に 着 脱 自 在 に 固 定 さ れ る 遊
技 盤 と 、 こ れ ら 本 体 枠 と 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 弾 球 遊 技 機 を 制 御 す る 各 種 制 御 装 置 と 、 本 体
枠 に 設 け ら れ て 各 種 制 御 装 置 を 駆 動 す る た め に 必 要 な 電 源 電 圧 を 生 成 す る 電 源 装 置 と 、 こ
の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ て 各 種 制 御 装 置 へ 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 分 電 基 板 と を 備 え た 遊
技 機 で あ っ て 、

本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 は 、 払 出 制 御 装 置 と 発 射 制 御 装 置 と を 含 み 、
遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 は 、 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 お よ び 音 声 制 御 装 置 を 含 み 、

ラ ン プ 制 御 装 置 と 音 声 制 御 装 置 を 同 一 の 基 板 に 配 設 し 、
分 電 基 板 は 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ 、 本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 に

必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 第 １ の 分 電 基 板 と 単 一
の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分
配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と を 含 み 、 こ の 第 ２ の 分 電 基 板 を 遊 技 盤 の 主 制 御 装 置 と は 別 に 構 成
し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　

　
　

　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
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本 発 明 に お い て は 上 記 課 題 を 達 成 す る た め 、 弾 球 遊 技 機 の 本 体 枠 と 、 こ の 本 体 枠 に 着 脱
自 在 に 固 定 さ れ る 遊 技 盤 と 、 こ れ ら 本 体 枠 と 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 弾 球 遊 技 機 を 制 御 す る 各
種 制 御 装 置 と 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 各 種 制 御 装 置 を 駆 動 す る た め に 必 要 な 電 源 電 圧 を 生 成
す る 電 源 装 置 と 、 こ の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ て 各 種 制 御 装 置 へ 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 分
電 基 板 と を 備 え た も の で あ っ て 、

本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 は 、 払 出 制 御 装 置 と 発 射 制 御 装 置 と を 含 み 、
遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 は 、 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御 装 置 、 お よ び 図 柄 制

御 装 置 を 含 み 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御 装 置 、 お よ び 図 柄 制 御 装 置 を 同 一 の 基 板 に 配 設
し 、

分 電 基 板 は 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ 、 本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 に
必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 第 １ の 分 電 基 板 と 単 一
の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分
配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と を 含 み 、 こ の 第 ２ の 分 電 基 板 を 遊 技 盤 の 主 制 御 装 置 と は 別 に 構 成
し た こ と を 特 徴 と し て い る 。

本 発 明 に よ れ ば 、 分 電 基 板 が 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ 、 本 体 枠
の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 第 １
の 分 電 基 板 と 単 一 の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 に 必
要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と に 分 割 さ れ て い る の で 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い
る 各 種 制 御 装 置 に お い て 、 必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う な 変 更 が 生 じ て 遊 技 盤 の 交 換 が 必
要 と な っ た と き 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 第 ２ の 分 電 基 板 の 変 更 の み で 足 り て 本 体 枠 の 変
更 を 不 必 要 と す る こ と が で き る （ 本 体 枠 の 共 通 化 が 図 れ る ） 。 ま た 、 遊 技 盤 を 交 換 す る と
き 、 電 源 ケ ー ブ ル に つ い て は 、 第 １ の 分 電 基 板 と 第 ２ の 分 電 基 板 と を 接 続 す る １ 本 の 電 源
ケ ー ブ ル の み 取 り 外 せ ば 足 り 、 容 易 に 交 換 す る こ と が で き る 。

ま た 、 本 発 明 に お い て は 上 記 課 題 を 達 成 す る た め 、 弾 球 遊 技 機 の 本 体 枠 と 、 こ の 本 体 枠
に 着 脱 自 在 に 固 定 さ れ る 遊 技 盤 と 、 こ れ ら 本 体 枠 と 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 弾 球 遊 技 機 を 制 御
す る 各 種 制 御 装 置 と 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 各 種 制 御 装 置 を 駆 動 す る た め に 必 要 な 電 源 電 圧
を 生 成 す る 電 源 装 置 と 、 こ の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ て 各 種 制 御 装 置 へ 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配
す る 分 電 基 板 と を 備 え た も の で あ っ て 、

本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 は 、 払 出 制 御 装 置 と 発 射 制 御 装 置 と を 含 み 、
遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 は 、 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 お よ び 音 声 制 御 装 置 を 含 み 、

ラ ン プ 制 御 装 置 と 音 声 制 御 装 置 を 同 一 の 基 板 に 配 設 し 、
分 電 基 板 は 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続 さ れ 、 本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 に

必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て 第 １ の 分 電 基 板 と 単 一



【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ３ ９ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
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の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分
配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と を 含 み 、 こ の 第 ２ の 分 電 基 板 を 遊 技 盤 の 主 制 御 装 置 と は 別 に 構 成
し た こ と を 特 徴 と し て い る 。

以 上 の よ う に 本 発 明 に よ れ ば 、 分 電 基 板 を 、 本 体 枠 に 設 け ら れ て 別 体 の 電 源 装 置 と 接 続
さ れ 、 本 体 枠 の 各 種 制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 １ の 分 電 基 板 と 、 遊 技 盤 に 設
け ら れ て 第 １ の 分 電 基 板 と 単 一 の 電 源 ケ ー ブ ル に よ り 着 脱 自 在 に 接 続 さ れ 、 遊 技 盤 の 各 種
制 御 装 置 に 必 要 な 電 源 電 圧 を 分 配 す る 第 ２ の 分 電 基 板 と に 分 割 し 、 第 ２ の 分 電 基 板 を 遊 技
盤 の 主 制 御 装 置 と は 別 に 構 成 す る の で 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に お い て 、
必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う な 変 更 が 生 じ て 遊 技 盤 の 交 換 が 必 要 と な っ た と き 、 遊 技 盤 に
設 け ら れ て い る 第 ２ の 分 電 基 板 の 変 更 の み で 足 り て 本 体 枠 の 変 更 を 不 必 要 と す る こ と が で
き る （ 本 体 枠 の 共 通 化 が 図 れ る ） と と も に 、 遊 技 盤 を 交 換 す る と き 電 源 ケ ー ブ ル に つ い て
は 、 第 １ の 分 電 基 板 と 第 ２ の 分 電 基 板 と を 接 続 す る １ 本 の 電 源 ケ ー ブ ル の み 取 り 外 せ ば 足
り て 交 換 を 容 易 と す る こ と が で き る 効 果 が あ る 。



【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ０
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(4) JP 2003-230668 A5 2006.8.10

　 ま た 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御
装 置 お よ び 図 柄 制 御 装 置 を 含 む 遊 技 機 （ 例 え ば 、 第 １ 種 特 別 電 動 役 物 を 有 す る 弾 球 遊 技 機
） に お い て 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に 関 し 、 必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う
な 変 更 （ 例 え ば 、 第 １ 種 特 別 電 動 役 物 を 有 す る 弾 球 遊 技 機 か ら 第 ２ 種 ま た は 第 ３ 種 特 別 電
動 役 物 を 有 す る 弾 球 遊 技 機 へ の 変 更 ） が 生 じ て 遊 技 盤 の 交 換 が 必 要 と な っ た と き 、 本 体 枠
の 変 更 を 不 必 要 と す る と と も に 、 遊 技 盤 の 容 易 な 交 換 を 実 現 す る こ と が で き る 効 果 が あ る
。
　 ま た 、 ラ ン プ 制 御 装 置 、 音 声 制 御 装 置 お よ び 図 柄 制 御 装 置 が 同 一 の 基 板 に 構 成 さ れ て い
る 場 合 に 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に お い て 、 必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う
な 変 更 が 生 じ て 遊 技 盤 の 交 換 が 必 要 と な っ た と き 、 本 体 枠 の 変 更 を 不 必 要 と す る と と も に
、 遊 技 盤 の 交 換 を 容 易 と す る こ と が 可 能 に な る 。

ま た 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に 主 制 御 装 置 、 ラ ン プ 制 御 装 置 お よ び 音 声
制 御 装 置 を 含 む 遊 技 機 （ 例 え ば 、 第 ２ 種 特 別 電 動 役 物 を 有 す る 弾 球 遊 技 機 ） に お い て 、 遊
技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に 関 し 、 必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う な 変 更 （ 例 え ば
、 第 ２ 種 特 別 電 動 役 物 を 有 す る 弾 球 遊 技 機 か ら 第 １ 種 ま た は 第 ３ 種 特 別 電 動 役 物 を 有 す る
弾 球 遊 技 機 へ の 変 更 ） が 生 じ て 遊 技 盤 の 交 換 が 必 要 と な っ た と き 、 本 体 枠 の 変 更 を 不 必 要
と す る と と も に 、 遊 技 盤 の 交 換 を 容 易 に す る こ と が 可 能 に な る 。
　 さ ら に 、 ラ ン プ 制 御 装 置 お よ び 音 声 制 御 装 置 が 同 一 の 基 板 に 構 成 さ れ て い る 場 合 に 、 遊
技 盤 に 設 け ら れ て い る 各 種 制 御 装 置 に お い て 必 要 な 電 源 電 圧 が 異 な る よ う な 変 更 が 生 じ て
遊 技 盤 の 交 換 が 必 要 と な っ た と き 、 本 体 枠 の 変 更 を 不 必 要 と す る と と も に 、 遊 技 盤 の 交 換
を 容 易 に す る こ と が で き る と い う 効 果 が あ る 。
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